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【手続補正書】
【提出日】平成27年8月25日(2015.8.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製紙プロセスにおいてフォーミングファブリックに関する歩留りを制御する方法であっ
て、少なくとも、
　製紙用の繊維質懸濁液を調製する工程；
　微細セルロース繊維を含むスラリーを調製する工程であって、該微細セルロース繊維の
比表面積が前記繊維質懸濁液の繊維の比表面積よりも大きい工程；
　少なくとも１つの製紙用薬品を前記スラリーに添加する工程であって、該製紙用薬品が
ＡＫＤ又はＡＳＡ等の疎水性サイズ剤であり、該製紙用薬品を前記微細セルロース繊維上
に吸着させて中間生成物を形成する工程；
　該中間生成物を製紙用の前記繊維質懸濁液中に組み込む工程；及び
　前記中間生成物を含む前記繊維質懸濁液を前記フォーミングファブリック上に供給する
工程を含む制御方法。
【請求項２】
　前記微細セルロース繊維が、約２００ｎｍ未満、好ましくは約５０ｎｍ未満、より好ま
しくは約２０ｎｍ未満の繊維直径を有するフィブリル化繊維である請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記フィブリル化繊維が、１００ｎｍ～２００μｍ、好ましくは１００ｎｍ～１０μｍ
の繊維長を有する請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記スラリーがミクロフィブリル化セルロース繊維（ＭＦＣ）を含む請求項２又は３に
記載の方法。
【請求項５】
　前記フィブリル化セルロース繊維の適用可能面を被覆するように、単一の製紙用薬品を
吸着させる請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　第１の製紙用薬品を、前記フィブリル化セルロース繊維の適用可能面の一部に吸着させ
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た後、第２の製紙用薬品を、前記フィブリル化セルロース繊維の適用可能面の残りの部分
に吸着させる請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記中間生成物中のフィブリル化セルロース繊維の重量が、前記生成物中の１つ又は複
数の製紙用薬品の総量と少なくとも同程度であり、好ましくはそれよりも大きい請求項１
～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　フィブリル化セルロース繊維と１つ又は複数の製紙用薬品との重量比が、２０：１～１
：１である請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記懸濁液をヘッドボックスから前記フォーミングファブリックへと供給する前に、前
記中間生成物を、前記繊維質懸濁液を希釈するのに使用される白水の短循環に添加する請
求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記懸濁液を短循環する白水で希釈する前に、前記中間生成物を前記繊維質懸濁液に添
加する請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記繊維質懸濁液中への前記中間生成物の組込み前又は組込み後に、１つ又は複数の更
なる製紙用薬品を製紙用の前記繊維質懸濁液中に組み込む請求項１～１０のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ヘッドボックスに入れる前に、前記繊維質懸濁液を、最大でも１．２重量％、好ま
しくは０．１重量％～０．８重量％の範囲の稠度になるまで希釈する請求項１～１１のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記中間生成物を前記繊維質懸濁液に注入する前又はそれと同時に、前記フィブリル化
セルロース繊維を前記製紙用薬品と混合して前記中間生成物を形成するミキサーの使用に
よって、前記製紙用薬品を前記スラリーに添加する請求項１～１２のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１４】
　前記ミキサーが噴射ジェットミキサーである請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　セルロース系スラリー又はリグノセルロース系スラリーからなる中間生成物であって、
製紙に使用される繊維質懸濁液に添加される、フィブリル化セルロース繊維と、該フィブ
リル化セルロース繊維上に吸着する少なくとも１つの、ＡＫＤ又はＡＳＡ等の疎水性サイ
ズ剤である製紙用薬品とを含む中間生成物。
【請求項１６】
　前記スラリーがミクロフィブリル化セルロース繊維（ＭＦＣ）を含む請求項１５に記載
の中間生成物。
【請求項１７】
　製紙用繊維質懸濁液に添加される中間生成物を作製するための、ＡＫＤ又はＡＳＡ等の
疎水性製紙サイズ剤用の吸着媒としてのミクロフィブリル化セルロース繊維（ＭＦＣ）の
使用方法。
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